
ご家庭にお持ち帰りになり皆さんでお読みください

（あべのハルカス）
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●予算編成の基礎となった数字

◉被保険者数　10,900人	（男性8,600人、女性2,300人）

◉平均標準報酬月額　397,631円

（男性432,400円、女性264,738円）

◉総標準賞与額（年間合計）　9,491,452千円

◉平均年齢　45.53歳	 （男性46.86歳、女性40.49歳）

◉被扶養者数　10,800人

◉前期高齢者加入率　5.59％

◉健康保険料率　1,000分の98.00　　

　（事業主　1,000分の50.00、被保険者　1,000分の48.00）

　⃝一般保険料率　1,000分の96.72
（事業主　1,000分の49.35、被保険者　1,000分の47.37）

　　・基本保険料率　1,000分の58.72
（事業主　1,000分の29.96、被保険者　1,000分の28.76）

　　・特定保険料率　1,000分の38.00
（事業主　1,000分の19.39、被保険者　1,000分の18.61）

　⃝調整保険料率　1,000分の1.28

◉介護保険の対象となる被保険者数　9,507人		
◉介護保険料率　1,000分の15.00
　　　（事業主　1,000分の7.50、被保険者　1,000分の7.50） 

　
当
健
保
組
合
の
平
成
29
年
度
事
業
計
画
・
収
支
予
算
は
、

４
年
連
続
で
経
常
収
支
黒
字
の
結
果
が
得
ら
れ
る
状
況
が
見

込
ま
れ
ま
す
。
し
か
し
、
30
年
度
に
向
け
て
は
、
医
療
制
度

に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
動
き
が
あ
り
ま
す
。
医
療
・
介
護
提
供

体
制
の
見
直
し
で
、
29
年
度
末
ま
で
に
各
都
道
府
県
に
お
い

て「
地
域
医
療
構
想
」が
策
定
さ
れ
30
年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、

第
７
次
医
療
計
画
に
反
映
さ
れ
ま
す
。
同
時
に
、
介
護
保
険

も
第
７
期
介
護
保
険
事
業
計
画
が
ス
タ
ー
ト
し
、
更
に
、
診

療
報
酬
と
介
護
報
酬
の
同
時
改
定
も
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
医
療
保
険
制
度
に
お
い
て
も
、
30
年
度
か
ら
は
国
保
財
政

の
都
道
府
県
化
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
一
方
で
、
健
保
組
合
の
実

施
す
る
事
業
に
お
い
て
も
、
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
の

第
３
期
の
実
施
計
画
が
ス
タ
ー
ト
し
、
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
事
業
計

画
も
本
格
実
施
期
間
に
入
り
ま
す
。
医
療
制
度
を
取
り
巻
く

動
き
が
す
べ
て
30
年
度
に
向
け
て
合
わ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
近
年
で
は
、
健
保
組
合
の
役
割
と
し
て
、
保
険
者
と
し
て

の
基
本
的
業
務
だ
け
で
な
く
、「
保
健
事
業
等
を
通
じ
た
加
入

者
の
健
康
管
理
」

や
「
医
療
の
質
や

効
率
性
向
上
の

た
め
の
医
療
提
供

側
へ
の
働
き
か
け
」

な
ど
も
強
く
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
保
健
事
業
・
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
事
業
計
画
等
の

保
険
者
機
能
を
更
に
充
実
さ
せ
、
健
保
組
合
の
優
位
性
を
高

め
て
い
く
と
共
に
、
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
を
継
続
・
発
展
さ

せ
て
い
く
こ
と
が
大
変
重
要
で
す
。

　
今
後
と
も
事
業
主
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
な
が
ら
、

健
保
組
合
の
本
旨
を
十
分
に
理
解

し
、
被
保
険
者
と
家
族
の
皆
様
の

健
康
維
持
・
増
進
に
積
極
的
に
取

り
組
み
、
効
果
的
か
つ
効
率
的
な

事
業
展
開
を
期
し
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

61
億
６
︐０
０
０
万
円

７
︐８
０
０
万
円

予
　算
　総
　額

経
常
収
支
差
引
額

●● 平
成
29
年
度

　予
算
　の
お
知
ら
せ

　
当
健
保
組
合
の
平
成
29
年
度
事
業
計
画
・
収
支
予
算
が
、
去
る
２
月
21
日
の
組
合
会
に

お
い
て
可
決
承
認
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。
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こ
の
春
、
社
会
人
に
な
ら
れ
る
お
子
様
を
持
つ
被
保
険
者
の
方
も
多
い
こ
と
と

思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場
合
被
扶
養
者
で
な
く
な
る
為
、
削
除
の
手
続
き
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
５
日
以
内
に
会
社
の
担
当
者
を
通
じ
て
、「
被
扶
養
者（
異
動
）

届
」に
健
康
保
険
証
を
添
え
て
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
こ
の
ほ
か
、「
被
扶
養
者（
異
動
）届
」が
必
要
な
の
は
、赤
ち
ゃ
ん
が
生
ま
れ
た
時
、

あ
る
い
は
ご
家
族
が
ご
結
婚
し
た
り
、
亡
く
な
ら
れ
た
り
し
た
時
で
す
。

被
扶
養
者
に
異
動
が
あ
れ
ば
早
め
に
手
続
き
を

任
意
継
続
被
保
険
者
の
標
準
報
酬（
平
成
29
年
度
）

「
被
扶
養
者（
異
動
）届
の
記
載
事
項
」

ご
注
意
く
だ
さ
い

・
就
職
さ
れ
た
時
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
就
職
年
月
日

・
赤
ち
ゃ
ん
が
生
ま
れ
た
時

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
出
生
年
月
日

・
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
時
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
死
亡
年
月
日

健
康
保
険
証
は
、

・
被
保
険
者
が
退
職
し
た
場
合
‥
‥

事 　 務 　 費

保 険 給 付 費

納 　 付 　 金

前 期 高 齢 者 納 付 金

後 期 高 齢 者 支 援 金

保 健 事 業 費

財 政 調 整 事 業 拠 出 金

連 合 会 費

積 　 立 　 金

そ の 他・雑 支 出 等

予 　 備 　 費

合　　　計

経 常 収 支 差 引 額

99,328

3,185,207

2,283,715

987,945

1,221,180

74,590

314,024

78,867

3,200

30,000

23,120

142,539

6,160,000

9,112

292,221

209,515

90,637

112,035

6,843

28,810

7,236

294

2,752

2,121

13,077

565,138

そ の 他
(退職者給付拠出金等)

支　出（千円） 被保険者１人
当たり支出額 (円 )

保 　 険 　 料

国 庫 負 担 金

調 整 保 険 料

国 庫 補 助 金 収 入

財 政 調 整 事 業 交 付 金

施 設 利 用 料

雑 収 入・そ の 他

合　　　計

5,945,520

2,304

78,948

4,580

64,000

38,474

26,174

6,160,000

545,461

211

7,243

420

5,872

3,530

2,401

565,138

収　入（千円）

収　入（千円）

被保険者１人
当たり収入額 (円 )

78,318 千円

健康保険分

介護保険分

保　険　料

繰　入　金

雑　収　入

合　　計

633,422

35,000

3

668,425

支　出（千円）

介 護 納 付 金

還 　 付 　 金

積 　 立 　 金

合　　計

661,213

300

6,912

668,425

平成29年度 収入支出予算概要

　
任
意
継
続
被
保
険
者
の
標
準
報
酬
月
額
は
、
資
格
喪
失（
退
職
）時
の
標
準
報

酬
月
額
か
、
当
組
合
の
毎
年
9
月
30
日
に
お
け
る
全
被
保
険
者
の
標
準
報
酬
月

額
の
平
均
額
の
、
い
ず
れ
か
低
い
方
の
額
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
今

年
度
は
、
標
準
報
酬
月
額
が
一
等
級
引
き
上
が
り
、
38
万
円
か
ら
41
万
円
に
な

り
ま
し
た
。

記

標
準
報
酬
の
等
級

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
第

　等
級

標
準
報
酬
月
額

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
4
1
0
、
0
0
0
円

標
準
報
酬
日
額

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
1
3
、
6
7
0
円

一
カ
月
の
保
険
料

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
4
6
、
3
3
0
円

一
般
保
険
料

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
4
0
、
1
8
0
円

介
護
保
険
料

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
6
、
1
5
0
円

＊
介
護
保
険
料
は
、
40
歳
以
上
65
歳
未
満
の
第
２
号
被
保
険
者
が
負
担
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。

そ
の
翌
日
か
ら（
被
扶
養
者
も
同
様
）

使
用
で
き
ま
せ
ん

・
被
扶
養
者
の
場
合
‥
‥
‥
‥
‥
‥
被
扶
養
者
で
な
く
な
っ
た
日
か
ら

使
用
で
き
ま
せ
ん

27
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負担能力に
応じて支える

少子高齢化により制度を支える現役世代が減少していくことから、
高齢者も負担能力に応じて制度を支えるように制度が改正されています。

※2014年3月までに70歳になっている人は、軽減特例措置の対象となり、自己負担割合は1割です。

厚
生
労
働
省
の
推
計
で
は
、
生
涯
に
使

う
医
療
費
２
５
６
６
万
円
の
う
ち
、
70
歳

ま
で
に
総
額
の
半
分
を
、
70
歳
以
上
で
残

り
の
半
分
を
使
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
高

齢
に
な
る
と
若
い
と
き
よ
り
も
医
療

が
必
要
な
機
会
が
増
え
、
多
額
の
医

療
費
が
掛
か
る
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。し

か
し
、
高
齢
者
の
多
く

は
主
な
収
入
が
年
金
だ
け
で

す
か
ら
、
健
康
保
険
料
や
医

療
費
の
多
く
を
負
担
す
る
の
は

困
難
で
す
。
こ
の
た
め
、
世
代
間
の
助
け

合
い
と
し
て
、
主
に
働
く
現
役
世
代
が
健

康
保
険
料
な
ど
の
形
で
高
齢
者
の
医
療
費

を
負
担
し
て
い
ま
す
。

言
い
換
え
れ
ば
、
若
く
元
気
な
現
役
世

代
に
よ
っ
て
、
医
療
が
必
要
に
な
る
機
会

の
多
い
高
齢
者
の
生
活
は
支
え
ら
れ
て
い

る
の
で
す
。

高
齢
化
の
進
展
に
よ
り
高
齢
者
の
人
口

が
増
え
る
一
方
で
、
支
え
る
側
で
あ
る
現

役
世
代
は
少
子
化
の
影
響
も
あ
り
減
少
が

続
き
ま
す
。
推
計
に
よ
れ
ば
、
２
０
２
５

年
に
は
２
人
以
下
の
現
役
世
代
で
１
人
の

高
齢
者
の
生
活
を
支
え
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
こ
れ
ま
で
以
上
に
現
役
世
代
の
一

人
一
人
に
掛
か
る
負
担
が
増
す
こ
と
に
な

り
ま
す
。

健
康
保
険
組
合
連
合
会
の
集
計
に
よ
れ

ば
、
健
保
組
合
に
加
入
す
る
被
保
険
者
１

人
当
た
り
が
負
担
す
る
年
間
の
保
険
料

は
、
２
０
０
７
年
度
か
ら
２
０
１
６
年
度

ま
で
の
８
年
間
で
約
10
万
円
も
増
加
し
て

い
ま
す
。
今
後
も
医
療
費
の
増
加
が
続
く

こ
と
は
確
実
で
、
保
険
料
負
担
も
さ
ら
に

増
加
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

政
府
は
、
健
康
保
険
や
介
護
保
険
な
ど

の
社
会
保
障
制
度
の
負
担
の
あ
り
方
を

「
年
齢
別
」
か
ら
「
負
担
能
力
別
」
に
変

え
て
い
く
方
針
で
す
。
保
険
料
に
つ
い
て

は
、
収
入
が
多
い
被
保
険
者
が
加
入
す
る

健
保
組
合
ほ
ど
高
齢
者
医
療
制
度
を
支
え

る
た
め
の
負
担
が
重
く
な
る
「
総
報
酬

割
」
が
導
入
さ
れ
、
自
己
負
担
に
つ
い
て

は
、
高
齢
者
で
あ
っ
て
も
収
入
の
多
い
場

合
は
現
役
世
代
と
同
じ
窓
口
負
担
割
合
と

す
る
仕
組
み
に
改
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

年
齢
で
は
な
く
、
負
担
能
力
を
基
準
に

す
る
こ
と
で
公
平
で
持
続
可
能
な
制
度
の

確
立
が
目
指
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

現
役
世
代
が
多
く
を
負
担
す
る

高
齢
者
の
医
療
費

高
齢
化
で
負
担
増
が
続
く

現
役
世
代
の
保
険
料

能
力
に
応
じ
た
負
担
で

社
会
保
障
制
度
を
維
持
す
る

負担能力に応じて
高齢者も支える側へ

高齢者の自己負担の主な制度改正

国民医療費の推移

今では考えられないことです
が、かつて70歳以上の人の医療
費は無料の時代がありました。
受診1日当たり数百円の定額負
担を経て、現在では70歳以上の
人は原則として医療費の2割、
75歳以上で後期高齢者医療制
度に加入した人は原則として医
療費の1割を負担します。ただ
し、標準報酬月額が28万円以上
で現役世代の平均収入以上の収
入がある人は現役並み所得者と
判定され、自己負担割合が3割
になります。
高齢者だからといって年齢だ
けで区別せず、負担できる人は
相応の負担で現役世代と同じよ
うに制度を支えていく仕組みに
なっています。

60

45

30

15

0
1985

16.0兆円

30.1兆円

41.5兆円

54.0兆円

2000 2015 2025年度

高齢化で医療費が増加する一方で、高齢者を支え
る現役世代の人数が減少しています。このため、現
役世代1人当たりの負担が急増しています。

1973年

1983年

2001年

2008年

70歳以上の
自己負担が無料に

定額負担
（外来1日400円）導入

定率1割負担に

70歳～74歳は2割負担
75歳以上は1割

※65歳以上人口を15〜64歳人口で支える場合

（グラフは厚生労働省「高齢社
会白書」、内閣府「社会保障の
現状について」等より作成）

6.6人で
高齢者１人

3.9人で
高齢者１人

2.3人で
高齢者１人

1.9人で
高齢者１人

実
績
値

推
計
値
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負担能力に
応じて支える

少子高齢化により制度を支える現役世代が減少していくことから、
高齢者も負担能力に応じて制度を支えるように制度が改正されています。

※2014年3月までに70歳になっている人は、軽減特例措置の対象となり、自己負担割合は1割です。

厚
生
労
働
省
の
推
計
で
は
、
生
涯
に
使

う
医
療
費
２
５
６
６
万
円
の
う
ち
、
70
歳

ま
で
に
総
額
の
半
分
を
、
70
歳
以
上
で
残

り
の
半
分
を
使
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
高

齢
に
な
る
と
若
い
と
き
よ
り
も
医
療

が
必
要
な
機
会
が
増
え
、
多
額
の
医

療
費
が
掛
か
る
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。し

か
し
、
高
齢
者
の
多
く

は
主
な
収
入
が
年
金
だ
け
で

す
か
ら
、
健
康
保
険
料
や
医

療
費
の
多
く
を
負
担
す
る
の
は

困
難
で
す
。
こ
の
た
め
、
世
代
間
の
助
け

合
い
と
し
て
、
主
に
働
く
現
役
世
代
が
健

康
保
険
料
な
ど
の
形
で
高
齢
者
の
医
療
費

を
負
担
し
て
い
ま
す
。

言
い
換
え
れ
ば
、
若
く
元
気
な
現
役
世

代
に
よ
っ
て
、
医
療
が
必
要
に
な
る
機
会

の
多
い
高
齢
者
の
生
活
は
支
え
ら
れ
て
い

る
の
で
す
。

高
齢
化
の
進
展
に
よ
り
高
齢
者
の
人
口

が
増
え
る
一
方
で
、
支
え
る
側
で
あ
る
現

役
世
代
は
少
子
化
の
影
響
も
あ
り
減
少
が

続
き
ま
す
。
推
計
に
よ
れ
ば
、
２
０
２
５

年
に
は
２
人
以
下
の
現
役
世
代
で
１
人
の

高
齢
者
の
生
活
を
支
え
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
こ
れ
ま
で
以
上
に
現
役
世
代
の
一

人
一
人
に
掛
か
る
負
担
が
増
す
こ
と
に
な

り
ま
す
。

健
康
保
険
組
合
連
合
会
の
集
計
に
よ
れ

ば
、
健
保
組
合
に
加
入
す
る
被
保
険
者
１

人
当
た
り
が
負
担
す
る
年
間
の
保
険
料

は
、
２
０
０
７
年
度
か
ら
２
０
１
６
年
度

ま
で
の
８
年
間
で
約
10
万
円
も
増
加
し
て

い
ま
す
。
今
後
も
医
療
費
の
増
加
が
続
く

こ
と
は
確
実
で
、
保
険
料
負
担
も
さ
ら
に

増
加
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

政
府
は
、
健
康
保
険
や
介
護
保
険
な
ど

の
社
会
保
障
制
度
の
負
担
の
あ
り
方
を

「
年
齢
別
」
か
ら
「
負
担
能
力
別
」
に
変

え
て
い
く
方
針
で
す
。
保
険
料
に
つ
い
て

は
、
収
入
が
多
い
被
保
険
者
が
加
入
す
る

健
保
組
合
ほ
ど
高
齢
者
医
療
制
度
を
支
え

る
た
め
の
負
担
が
重
く
な
る
「
総
報
酬

割
」
が
導
入
さ
れ
、
自
己
負
担
に
つ
い
て

は
、
高
齢
者
で
あ
っ
て
も
収
入
の
多
い
場

合
は
現
役
世
代
と
同
じ
窓
口
負
担
割
合
と

す
る
仕
組
み
に
改
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

年
齢
で
は
な
く
、
負
担
能
力
を
基
準
に

す
る
こ
と
で
公
平
で
持
続
可
能
な
制
度
の

確
立
が
目
指
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

現
役
世
代
が
多
く
を
負
担
す
る

高
齢
者
の
医
療
費

高
齢
化
で
負
担
増
が
続
く

現
役
世
代
の
保
険
料

能
力
に
応
じ
た
負
担
で

社
会
保
障
制
度
を
維
持
す
る

負担能力に応じて
高齢者も支える側へ

高齢者の自己負担の主な制度改正

国民医療費の推移

今では考えられないことです
が、かつて70歳以上の人の医療
費は無料の時代がありました。
受診1日当たり数百円の定額負
担を経て、現在では70歳以上の
人は原則として医療費の2割、
75歳以上で後期高齢者医療制
度に加入した人は原則として医
療費の1割を負担します。ただ
し、標準報酬月額が28万円以上
で現役世代の平均収入以上の収
入がある人は現役並み所得者と
判定され、自己負担割合が3割
になります。
高齢者だからといって年齢だ
けで区別せず、負担できる人は
相応の負担で現役世代と同じよ
うに制度を支えていく仕組みに
なっています。

60

45

30

15

0
1985

16.0兆円

30.1兆円

41.5兆円

54.0兆円

2000 2015 2025年度

高齢化で医療費が増加する一方で、高齢者を支え
る現役世代の人数が減少しています。このため、現
役世代1人当たりの負担が急増しています。

1973年

1983年

2001年

2008年

70歳以上の
自己負担が無料に

定額負担
（外来1日400円）導入

定率1割負担に

70歳～74歳は2割負担
75歳以上は1割

※65歳以上人口を15〜64歳人口で支える場合

（グラフは厚生労働省「高齢社
会白書」、内閣府「社会保障の
現状について」等より作成）

6.6人で
高齢者１人

3.9人で
高齢者１人

2.3人で
高齢者１人

1.9人で
高齢者１人

実
績
値

推
計
値

5



所得区分 1ヵ月の自己負担限度額
外来・個人ごと 入院・世帯

現役並み所得者 
（標準報酬月額28万円以上） 44,400円 80,100円＋（総医療費−267,000円）×1％

［多数該当　44,400円］

一般
（標準報酬月額26万円以下） 12,000円 44,400円

低所得Ⅱ 
（住民税非課税・年金収入80万円～160万円）

8,000円
24,600円

低所得Ⅰ 
（住民税非課税・年金収入80万円以下） 15,000円

所得区分 1ヵ月の自己負担限度額
外来・個人ごと 入院・世帯

現役並み所得者 
（標準報酬月額28万円以上） 57,600円 80,100円＋（総医療費−267,000円）×1％

［多数該当　44,400円］

一般
（標準報酬月額26万円以下）

14,000円
（年間上限144,000円）

57,600円
［多数該当　44,400円］

低所得Ⅱ
（住民税非課税・年金収入80万円～160万円）

8,000円
24,600円

低所得Ⅰ 
（住民税非課税・年金収入80万円以下） 15,000円

所得区分 1ヵ月の自己負担限度額
外来・個人ごと 入院・世帯

標準報酬月額83万円以上 252,600円＋（総医療費−842,000円）×1％
［多数該当　140,100円］

標準報酬月額53万円～
標準報酬月額79万円

167,400円＋（総医療費−558,000円）×1％
［多数該当　93,000円］

標準報酬月額28万円～
標準報酬月額50万円

80,100円＋（総医療費−267,000円）×1％
［多数該当　44,400円］

一般
（標準報酬月額26万円以下）

18,000円
（年間上限144,000円）

57,600円
［多数該当　44,400円］

低所得Ⅱ 
（住民税非課税・年金収入80万円～160万円）

8,000円
24,600円

低所得Ⅰ 
（住民税非課税・年金収入80万円以下） 15,000円

所得区分 70歳以上75歳未満
標準報酬月額83万円以上

670,000円
標準報酬月額53万円～ 
標準報酬月額79万円
標準報酬月額28万円～ 
標準報酬月額50万円
標準報酬月額26万円以下 560,000円
低所得Ⅱ 

（住民税非課税・年金収入80万円～160万円） 310,000円
低所得Ⅰ 

（住民税非課税・年金収入80万円以下） 190,000円

低所得者の所得割
平成28年度…５割軽減 
平成29年度…２割軽減 
平成30年度…０割軽減

被扶養者だった人の 
均等割

平成28年度…９割軽減 
平成29年度…７割軽減 
平成30年度…５割軽減 
平成31年度…０割軽減

所得区分 70歳以上75歳未満
標準報酬月額83万円以上 2,120,000円
標準報酬月額53万円～ 
標準報酬月額79万円 1,410,000円
標準報酬月額28万円～ 
標準報酬月額50万円 670,000円

標準報酬月額26万円以下 560,000円
低所得Ⅱ 

（住民税非課税・年金収入80万円～160万円） 310,000円
低所得Ⅰ 

（住民税非課税・年金収入80万円以下） 190,000円

●１日当たりの居住費
　（光熱水費相当額） 一　般 医療の必要性の

高い患者

平成29年9月まで 320円 0円

平成29年10月から 
平成30年3月まで 370円 200円

平成30年4月以降 370円

介護納付金に「総報酬割」が
段階的に導入されます
　健保組合は介護保険料を徴収し、介護保険の財
源となる介護納付金を負担しています。その介護
納付金の計算方式について、加入者数に応じた計
算方法から報酬額に応じた「総報酬割」に段階的
に変更されます。被保険者の総報酬が多いほど介
護納付金が増額されるため、介護保険料率に影響
する可能性があります。

※平成29年８月分から介護納付金の1/2、平成31年４
月分から3/4、平成32年４月分から全面導入。

主な介護保険の給付の見直し

高額介護サービス費の見直し
　（平成29年８月から）

　一般区分の月額上限が44,400円に引き上げら
れます。１割負担の人だけの世帯では平成32年
７月末までの時限措置として、年間446,400円
（37,200円× 12ヵ月）の上限が設定されます。

現役世代と同程度の所得がある人は
自己負担割合が３割に
（平成30年８月から）

　現役世代と同程度の所得がある人（単身で年
収383万円以上、２人以上世帯で年収520万円以
上）は、介護保険の自己負担割合が３割に引き
上げられます。

負
担
能
力
に
応
じ
た
公
平
な
費
用
負
担
に
よ
り
、
制
度
を
持
続
可
能
に
す
る
た
め
に
、
健
康
保
険
の
制
度
改
正
が
行
わ
れ
ま
す
。

70歳以上の人

１高額療養費の自己負担限度額の見直し
　世代間の負担の公平性や能力に応じた費用負担とするために、70歳以上の人の高額療養費
の自己負担限度額が見直されます。見直しは平成29年８月からと平成30年８月からの
２段階に分けて行われます。

2高額介護合算療養費の所得区分と自己負担限度額の見直し
　毎年８月から翌年７月までの12ヵ月間に、医療と介護の自己負担額の合計が限度額を超えると高額介護合算療養費と
して払い戻しが受けられます。70歳以上の人の自己負担限度額について、平成30年８月から見直しが行われます。

3保険料の軽減特例の見直し
　後期高齢者医療制度の保険料は、負担を軽減する特例
措置が実施されています。その保険料軽減特例の一部に
ついて、段階的に見直しが行われます。

75歳以上で加入する
後期高齢者医療制度

4生活療養標準負担額の　　居住費の引き上げ
　65歳以上の人が慢性病で長期入院する際は、医療費とは
別に生活療養標準負担額を負担します。その居住費部分に
ついて、平成29年10月から引き上げになります。医療
の必要性の高い患者の場合は経過措置があります。

65歳以上の人

平成29年７月まで

平成29年８月から平成30年７月まで

平成30年８月以降

平成30年７月まで 平成30年８月以降

70歳以上の人

70歳以上75歳未満の人の高額介護合算療養費の自己負担限度額

後期高齢者医療制度の保険料の軽減特例

生活療養標準負担額

健
康
保
険
の
主
な
制
度
改
正
の
お
知
ら
せ

70歳以上75歳未満の人の高額療養費の自己負担限度額

限度額の
引き上げ

限度額の
引き上げ

軽減特例
の廃止

区分の
見直し

限度額の
引き上げ

※難病患者の負担はありません。
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所得区分 1ヵ月の自己負担限度額
外来・個人ごと 入院・世帯

現役並み所得者 
（標準報酬月額28万円以上） 44,400円 80,100円＋（総医療費−267,000円）×1％

［多数該当　44,400円］

一般
（標準報酬月額26万円以下） 12,000円 44,400円

低所得Ⅱ 
（住民税非課税・年金収入80万円～160万円）

8,000円
24,600円

低所得Ⅰ 
（住民税非課税・年金収入80万円以下） 15,000円

所得区分 1ヵ月の自己負担限度額
外来・個人ごと 入院・世帯

現役並み所得者 
（標準報酬月額28万円以上） 57,600円 80,100円＋（総医療費−267,000円）×1％

［多数該当　44,400円］

一般
（標準報酬月額26万円以下）

14,000円
（年間上限144,000円）

57,600円
［多数該当　44,400円］

低所得Ⅱ
（住民税非課税・年金収入80万円～160万円）

8,000円
24,600円

低所得Ⅰ 
（住民税非課税・年金収入80万円以下） 15,000円

所得区分 1ヵ月の自己負担限度額
外来・個人ごと 入院・世帯

標準報酬月額83万円以上 252,600円＋（総医療費−842,000円）×1％
［多数該当　140,100円］

標準報酬月額53万円～
標準報酬月額79万円

167,400円＋（総医療費−558,000円）×1％
［多数該当　93,000円］

標準報酬月額28万円～
標準報酬月額50万円

80,100円＋（総医療費−267,000円）×1％
［多数該当　44,400円］

一般
（標準報酬月額26万円以下）

18,000円
（年間上限144,000円）

57,600円
［多数該当　44,400円］

低所得Ⅱ 
（住民税非課税・年金収入80万円～160万円）

8,000円
24,600円

低所得Ⅰ 
（住民税非課税・年金収入80万円以下） 15,000円

所得区分 70歳以上75歳未満
標準報酬月額83万円以上

670,000円
標準報酬月額53万円～ 
標準報酬月額79万円
標準報酬月額28万円～ 
標準報酬月額50万円
標準報酬月額26万円以下 560,000円
低所得Ⅱ 

（住民税非課税・年金収入80万円～160万円） 310,000円
低所得Ⅰ 

（住民税非課税・年金収入80万円以下） 190,000円

低所得者の所得割
平成28年度…５割軽減 
平成29年度…２割軽減 
平成30年度…０割軽減

被扶養者だった人の 
均等割

平成28年度…９割軽減 
平成29年度…７割軽減 
平成30年度…５割軽減 
平成31年度…０割軽減

所得区分 70歳以上75歳未満
標準報酬月額83万円以上 2,120,000円
標準報酬月額53万円～ 
標準報酬月額79万円 1,410,000円
標準報酬月額28万円～ 
標準報酬月額50万円 670,000円

標準報酬月額26万円以下 560,000円
低所得Ⅱ 

（住民税非課税・年金収入80万円～160万円） 310,000円
低所得Ⅰ 

（住民税非課税・年金収入80万円以下） 190,000円

●１日当たりの居住費
　（光熱水費相当額） 一　般 医療の必要性の

高い患者

平成29年9月まで 320円 0円

平成29年10月から 
平成30年3月まで 370円 200円

平成30年4月以降 370円

介護納付金に「総報酬割」が
段階的に導入されます
　健保組合は介護保険料を徴収し、介護保険の財
源となる介護納付金を負担しています。その介護
納付金の計算方式について、加入者数に応じた計
算方法から報酬額に応じた「総報酬割」に段階的
に変更されます。被保険者の総報酬が多いほど介
護納付金が増額されるため、介護保険料率に影響
する可能性があります。

※平成29年８月分から介護納付金の1/2、平成31年４
月分から3/4、平成32年４月分から全面導入。

主な介護保険の給付の見直し

高額介護サービス費の見直し
　（平成29年８月から）

　一般区分の月額上限が44,400円に引き上げら
れます。１割負担の人だけの世帯では平成32年
７月末までの時限措置として、年間446,400円
（37,200円× 12ヵ月）の上限が設定されます。

現役世代と同程度の所得がある人は
自己負担割合が３割に
（平成30年８月から）

　現役世代と同程度の所得がある人（単身で年
収383万円以上、２人以上世帯で年収520万円以
上）は、介護保険の自己負担割合が３割に引き
上げられます。

負
担
能
力
に
応
じ
た
公
平
な
費
用
負
担
に
よ
り
、
制
度
を
持
続
可
能
に
す
る
た
め
に
、
健
康
保
険
の
制
度
改
正
が
行
わ
れ
ま
す
。

70歳以上の人

１高額療養費の自己負担限度額の見直し
　世代間の負担の公平性や能力に応じた費用負担とするために、70歳以上の人の高額療養費
の自己負担限度額が見直されます。見直しは平成29年８月からと平成30年８月からの
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※難病患者の負担はありません。
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保健事業のご案内平成２９年度
健康寿命の延伸と医療費の適正化を進めるため、今年度も特定健診や特定保健指導など、
「データヘルス事業計画」に基づく効果的な保健事業を実施いたします。

健診機関名 所在地 TEL

(公財)大阪府保健医療財団
大阪がん循環器病予防センター 536-8588　大阪市城東区森之宮1‐6‐107 06-6969-6711

(公大)大阪市立大学医学部附属病院
先端予防医療部附属クリニックＭｅｄＣｉｔｙ２１

※人間ドックのみ実施

545-6090　大阪市阿倍野区阿倍野筋1‐1‐43
あべのハルカス21Ｆ 06-6624-4010

(社医)寿楽会　大野クリニック
※人間ドックのみ実施

542-0076　大阪市中央区難波2-2-3
御堂筋グランドビル7Ｆ 06-6213-7230

新規委託契約健診機関

①広報誌の発行等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
②諸事業指導宣伝 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
③疾病予防パンフレットの配布 ‥‥‥‥
④医療費のお知らせ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
⑤ジェネリック医薬品推進事業 ‥‥‥‥
⑥保険推進委員会・担当者説明会の開催‥
⑦データヘルス事業計画‥‥‥‥‥‥‥

機関紙「けんぽだより」を年4回全被保険者に作成配布
ホームページの管理監修を行う
保健衛生に関するパンフレットの配布
1年間に使った保険診療の額を被保険者に通知
新薬から後発医薬品に切り替えることによる医療費の差額を通知
研修会や事務講習会を年3～4回開催
データヘルス計画を推進するために各種データを分析するプログ
ラムの作成や機器の整備を実施

保健指導宣伝

⑪肥満予防対策 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
⑫かぜ･インフルエンザ予防対策 ‥‥‥

⑬婦人科検診（乳がん・子宮がん）‥‥‥

⑭メンタルヘルス対策事業 ‥‥‥‥‥‥

⑮その他‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

春季・秋季にウォーキングキャンペーンを実施
風邪ひきゼロ運動を展開し、インフルエンザ予防接種を受けた
被保険者・被扶養者に、一人につき1,500円までの実費を補助
女性被保険者並びに35歳以上被扶養者を対象に年一回、
各1,500円までの実費を補助
臨床心理士によるメンタルヘルスに関する電話カウンセリング
及び面接カウンセリング事業を実施
家庭常備薬斡旋（春季・秋季・冬季の3回家庭常備薬等を斡旋）

疾病予防（その他の事業）

①一般健診Ａ‥‥‥‥‥‥‥‥
②一般健診Ｂ‥‥‥‥‥‥‥‥
③入社時健診 ‥‥‥‥‥‥‥
④事業主健診 ‥‥‥‥‥‥‥
⑤生活習慣病健診 ‥‥‥‥‥

⑥人間ドック健診 ‥‥‥‥‥‥

⑦消化器検診 ‥‥‥‥‥‥‥
⑧精密・管理 ‥‥‥‥‥‥‥‥
⑨健康相談 ‥‥‥‥‥‥‥‥
⑩重症化予防対策事業 ‥‥‥

34歳以下の被保険者（法定項目を一部省略した内容）
35歳以上の被保険者（法定健診と同程度の内容）
労働者を雇い入れた時
事業主を対象に実施
35歳以上の被保険者・被扶養者
（40歳以上の希望者に眼底検査・便潜血検査を追加）
35歳以上の被保険者・被扶養者
（健診機関が実施する「半日人間ドック」以上の内容）
※当健康管理センターでは設備並びに他の健診の関係で実施できません
被保険者（年齢不問）
上記健診の二次検査｛特殊検査（胃カメラ・大腸カメラ・ＣＴ・ＭＲＩ等）は除く｝
内科・眼科・消化器・循環器等に関する健康相談
年々検査数値が悪化傾向の方・改善されない方、要精密検査・要治療の判
定があるにも関わらず未通院の方に文書等の通知を実施

疾病予防（健康診断）

①契約保養所 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

②個別契約保養所等 ‥‥‥‥‥‥‥‥

保養を目的とした国内旅行に対し、1人1泊につき1,000円年間
3泊を限度に補助金を支給
青山高原リゾート ホテル ローザブランカ、かんぽの宿、船員保険
保養施設（4ヶ所）

保養所

①高額医療費 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
②出産費 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付
出産育児一時金（同家族）支給見込額の8割相当額を無利子で
貸付

貸付事業

集会施設 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 事業所・組合員の集会、研修会、講習会等会場に貸出

健保会館

水泳プール利用券の交付‥‥‥‥‥‥‥ 5施設を対象（予定）

体育奨励

40歳以上の被保険者、被扶養者を対象に実施‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 一部負担金1,000円

特定健康診査

但し、強制適用被保険者は法定健診が優先
　近総協出張健診・集合契約Ａ・Ｂ（受診券）・補助金制度の各案内受診率改善のために
諸施策を講ずる

　上記40歳以上の特定健診受診者から、健診結果に応じてメタボリックシンドロームの
リスク別に、3つのグループ（情報提供・動機付け支援・積極的支援）に分けて実施 ‥‥‥‥‥ 自己負担無し

特定保健指導

当組合健康管理センター及び健診委託契約機関等で実施いたしますが、お近くに委託契約機関がない
場合は、健診費用を補助いたします。

※うえろく健診クリニックは閉院いたしました
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